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１ 条例等 

〇芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例 

平成１９年３月２０日 
条例第１３号 

改正 平成２１年６月２９日条例第３２号 
平成２３年３月２４日条例第６号 
平成２５年９月２４日条例第２４号 

（目的） 
第１条 この条例は、本市が国際文化住宅都市として良好な住環境を有していることにかんが
み、市民生活において特に迷惑となる行為の禁止について必要な事項を定めることにより、
市民の清潔で安全かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。

（平２３条例６・全改） 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 公共の場所 公有又は私有の場所であるかを問わず、道路、公園、河川、山林、広場、
海岸等自由に出入りできる場所をいう。 

(2) 喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。 
(3) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、チ
ューインガムのかみかす、紙くずその他のごみをいう。 

(4) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。 
(5) 花火 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条第２項に規定するがん具煙火
（火薬類取締法施行規則（昭和２５年通商産業省令第８８号）第１条の５第１号イ、ト及
びチに規定するものを除く。）の爆発又は燃焼をいう。 

(6) 夜間 午後９時から翌日の午前６時までの時間をいう。 
(7) 落書き 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地（以下「公共の
場所等」という。）、建築物その他の工作物に承諾を得ることなく、塗料、墨等で文字、
図形、絵画等を書くことをいう。 

(8) バーベキュー等 火気を用いて食品を調理する行為をいう。 
(9) プレジャーボート等 水上オートバイ、モーターボートその他の推進機関としての内燃
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機関（以下「機関」という。）を備える船舶（船舶安全法（昭和８年法律第１１号）第２
条第２項に規定する船舶を除く。）のうち、次に掲げる船舶以外の船舶をいう。 
ア 漁船法（昭和２５年法律第１７８号）第２条第１項に規定する漁船 
イ 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）の規定による船舶運航事業の用に供する船
舶 

ウ 国又は地方公共団体が所有する船舶 
エ 専らレジャーの用に供する船舶以外の船舶として規則で定める船舶 

(10) 航行 機関を用いて船舶が進行することをいう。 
（平２３条例６・一部改正） 

（市の責務） 
第３条 市は、この条例の目的を達成するために、必要な施策を策定し、実施しなければなら
ない。 
（市民の責務）

第４条 市民は、清潔で安全かつ快適な生活環境づくりに努めるとともに、市の施策に協力し
なければならない。 
（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動によって市民の清潔で安全かつ快適な生活環境を損なうこと
のないよう必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力しなければならない。 

２ たばこを販売（自動販売機による販売を含む。）する事業者は、たばこを購入する者に対
し、歩行喫煙をし、たばこの吸殻を投げ捨て、又は放置しないよう啓発しなければならない。 

３ 空き缶等の発生の原因となる飲食物を販売（自動販売機による販売を含む。）する事業者
は、当該飲食物を購入する者に対し、空き缶等を投げ捨て、又は放置しないよう啓発しなけ
ればならない。 

４ 花火を販売する事業者は、花火を購入する者に対し、花火の規制について、啓発しなけれ
ばならない。 

（平２１条例３２・一部改正） 
（公共の場所の管理者の責務） 

第６条 公共の場所の管理者は、この条例に定める禁止行為の防止について、必要な措置を講
じ、市の施策に協力しなければならない。 
（歩行喫煙等の禁止） 

第７条 何人も、公共の場所において、歩行中又は自転車に乗車中に喫煙してはならない。 
（平２５条例２４・一部改正） 

（喫煙禁止区域の指定等） 
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第８条 市長は、喫煙を特に禁止する必要があると認める地区を、喫煙禁止区域として指定す
ることができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、喫煙禁止区域を変更し、又はその指定を解除するこ
とができる。 

３ 市長は、前２項の規定により喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解
除したときは、その旨を告示するものとする。 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定により喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はそ
の指定を解除しようとするときは、あらかじめ関係地域の市民、事業者、団体等と協議する
ものとする。 

（平２３条例６・一部改正） 
（喫煙の禁止） 

第９条 何人も、前条第１項の規定により指定された喫煙禁止区域内の公共の場所においては、
定められた場所以外で喫煙してはならない。 
（たばこの吸殻及び空き缶等の投げ捨て等の禁止） 

第１０条 何人も、公共の場所等において、たばこの吸殻及び空き缶等を投げ捨て、又は放置
してはならない。 
（回収容器の設置及び管理） 

第１１条 缶、瓶、ペットボトルその他の容器に収納した飲食物を自動販売機により販売する
事業者は、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。 
（飼い犬のふんの放置禁止等） 

第１２条 犬を所有し、又は管理する者は、当該犬を公共の場所等において移動し、又は運動
させるときは、常に鎖等により制御しなければならない。 

２ 犬を所有し、又は管理する者は、当該犬が公共の場所等においてふんを排泄したときは、
当該ふんを回収しなければならない。 
（夜間花火の禁止） 

第１３条 何人も、公共の場所等において、夜間に花火をしてはならない。ただし、市長が特
に認めたときは、この限りでない。 
（花火禁止区域の指定等） 

第１３条の２ 市長は、夜間を含む夜間以外の時間の花火を特に禁止する必要があると認める
地区を、花火禁止区域として、花火を禁止する時間とともに指定することができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、花火禁止区域を変更し、若しくはその指定を解除し、
又は花火禁止区域において花火を禁止する時間を変更することができる。 

３ 第８条第３項及び第４項の規定は、前２項の花火禁止区域の指定、変更及び指定の解除並
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びに花火禁止区域において花火を禁止する時間の指定及び変更について準用する。 
（平２１条例３２・追加） 

（花火の禁止） 
第１３条の３ 何人も、前条第１項の規定により指定された花火禁止区域内において、花火を
禁止された時間に花火をしてはならない。 

（平２１条例３２・追加） 
（落書きの禁止） 

第１４条 何人も、落書きをしてはならない。 
（落書きの消去の要請） 

第１５条 市長は、落書きによる文字、図形、絵画等が放置され、周辺の環境美化を損なう状
態にあると認めるときは、当該場所の管理者、所有者又は占有者に対し、当該文字、図形、
絵画等を消去するよう要請することができる。 
（バーベキュー等禁止区域の指定等） 

第１５条の２ 市長は、バーベキュー等を特に禁止し、隣接する地域の生活環境及び自然環境
を保全する必要があると認める区域を、バーベキュー等禁止区域として指定することがで
きる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、バーベキュー等禁止区域を変更し、又はその指定を
解除することができる。 

３ 第８条第３項及び第４項の規定は、前２項のバーベキュー等禁止区域の指定、変更及び指
定の解除について準用する。 

（平２３条例６・追加） 
（バーベキュー等の禁止） 

第１５条の３ 何人も、前条第１項の規定により指定されたバーベキュー等禁止区域内におい
て、バーベキュー等をしてはならない。 

（平２３条例６・追加） 
（プレジャーボート等航行禁止区域の指定等） 

第１５条の４ 市長は、プレジャーボート等の航行を特に禁止し、隣接する地域の生活環境を
保全する必要があると認める水域を、プレジャーボート等航行禁止区域として、プレジャー
ボート等の航行を禁止する時間とともに指定することができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、プレジャーボート等航行禁止区域を変更し、若しく
はその指定を解除し、又はプレジャーボート等航行禁止区域においてプレジャーボート等
の航行を禁止する時間を変更することができる。 

３ 第８条第３項及び第４項の規定は、前２項のプレジャーボート等航行禁止区域の指定、変
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更及び指定の解除並びにプレジャーボート等航行禁止区域においてプレジャーボート等の
航行を禁止する時間の指定及び変更について準用する。 

（平２３条例６・追加） 
（プレジャーボート等の航行の禁止） 

第１５条の５ 何人も、前条第１項の規定により指定されたプレジャーボート等航行禁止区域
内において、プレジャーボート等の航行を禁止された時間にプレジャーボート等を航行さ
せてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 
(1) 水難その他の非常の事態の発生に際し必要な措置を講ずるためプレジャーボート等を
航行させる場合 

(2) 国又は地方公共団体の業務を行うためプレジャーボート等を航行させる場合 
（平２３条例６・追加） 

（推進計画） 
第１６条 市は、市民及び事業者と協力し、この条例の目的を達成するために必要な啓発、指
導その他の活動の推進に関する計画（次項において「推進計画」という。）を定めるものと
する。 

２ 市は、前項の規定により推進計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとす
る。 
（美化推進員） 

第１７条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な啓発、指導その他生活環境の向上
のための実践活動を行うため、美化推進員を委嘱することができる。 
（勧告及び命令） 

第１８条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、当該行為の中止又は是正を勧告し、又
は命令することができる。 
(1) 第１０条の規定に違反してたばこの吸殻及び空き缶等を投げ捨て、又は放置した者 
(2) 第１１条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に管理しない事業者 
(3) 第１２条の規定に違反して犬を鎖等により制御せず、又は犬のふんを回収しなかった者 
(4) 第１３条の規定に違反して夜間に花火をした者 
(5) 第１３条の３の規定に違反して花火禁止区域内で花火を禁止された時間に花火をした
者 

(6) 第１４条の規定に違反して落書きをした者 
(7) 第１５条の３の規定に違反してバーベキュー等禁止区域内でバーベキュー等をした者 
(8) 第１５条の５の規定に違反してプレジャーボート等航行禁止区域内でプレジャーボー
ト等の航行を禁止された時間にプレジャーボート等を航行させた者 
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（平２１条例３２・平２３条例６・一部改正） 
（補則） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
（罰則） 

第２０条 第１８条の規定による命令（同条第２号に係る命令を除く。）に従わない者は、１
０万円以下の罰金に処する。 
（過料） 

第２１条 第９条の規定に違反して喫煙禁止区域内の公共の場所において喫煙した者は、５万
円以下の過料に処する。 

２ 市長は、前項の規定に基づき過料を科するための手続その他の行為をその指定する職員に
行わせることができる。 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年６月１日から施行する。 
（芦屋市空き缶等の散乱防止に関する条例の廃止） 

２ 芦屋市空き缶等の散乱防止に関する条例（平成９年芦屋市条例第２５号）は、廃止する。 
附 則（平成２１年６月２９日条例第３２号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成２１年７月１日から施行する。 
（罰則に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例第１８条
第５号の規定に係る命令違反に対する罰則の適用については、平成２１年９月３０日まで
は、なお従前の例による。 

附 則（平成２３年３月２４日条例第６号） 
（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次
項から附則第４項までの規定は、公布の日から施行する。 
（バーベキュー等禁止区域及びプレジャーボート等航行禁止区域の指定に係る準備行為） 

２ 市長は、施行日からこの条例による改正後の芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に
関する条例（以下「新条例」という。）第１５条の２第１項に規定するバーベキュー等禁止
区域として指定しようとする区域があるときは、施行日前においても、当該区域を施行日か
らバーベキュー等禁止区域として指定する旨を告示することができる。 

３ 市長は、施行日から新条例第１５条の４第１項に規定するプレジャーボート等航行禁止区
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域として指定しようとする区域があるときは、施行日前においても、当該区域を施行日から
プレジャーボート等航行禁止区域として指定する旨及び当該区域においてプレジャーボー
ト等の航行を禁止する時間を告示することができる。 

４ 前２項の告示があったときは、新条例第１５条の２第３項及び第１５条の４第３項におい
て準用する第８条第３項の規定による告示があったものとみなす。 

附 則（平成２５年９月２４日条例第２４号） 
この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

〇芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例施行規則 

平成１９年５月３０日 
規則第４９号 

改正 平成２１年６月２９日規則第３３号 
平成２３年４月１日規則第５号 
平成２８年４月１日規則第３６号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例（平成１９年芦
屋市条例第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（条例第２条第９号エの規則で定める船舶） 

第１条の２ 条例第２条第９号エの規則で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 
(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第
２条第１項に規定する独立行政法人等又は地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１
８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人が所有する船舶 

(2) 専らボート、カヌー等に係る競技会又は訓練における審判又は救護の用に供する船舶 
（平２３規則５・追加） 

（喫煙禁止区域の告示） 
第２条 条例第８条第３項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。 
(1) 喫煙禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域 
(2) 喫煙禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日 
(3) 喫煙場所として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する場所 
(4) 喫煙場所として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日 
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（花火禁止区域の告示） 
第２条の２ 条例第１３条の２第３項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものと
する。 
(1) 花火禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区域 
(2) 花火禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日 
(3) 花火を禁止する時間 

（平２１規則３３・追加） 
（バーベキュー等禁止区域の告示） 

第２条の３ 条例第１５条の２第３項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものと
する。 
(1) バーベキュー等禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する区
域 

(2) バーベキュー等禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する日 
（平２３規則５・追加） 

（プレジャーボート等航行禁止区域の告示） 
第２条の４ 条例第１５条の４第３項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものと
する。 
(1) プレジャーボート等航行禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解
除する区域 

(2) プレジャーボート等航行禁止区域として指定し、若しくは変更し、又はその指定を解
除する日 

(3) プレジャーボート等の航行を禁止する時間 
（平２３規則５・追加） 

（勧告） 
第３条 条例第１８条の規定による勧告は、勧告書（様式第１号）により行うものとする。た
だし、緊急やむを得ないときは、口頭により行うことができる。 
（命令） 

第４条 条例第１８条の規定による命令は、命令書（様式第２号）により行うものとする。た
だし、緊急やむを得ないときは、口頭により行うことができる。 
（過料） 

第５条 条例第２１条第１項の規定による過料を科すときは、あらかじめ告知・弁明書（様式
第３号）により告知し、弁明の機会を付与する。 

２ 条例第２１条第１項の規定による過料を科すときは、過料処分通知書（様式第４号）によ
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り行う。 
３ 条例第２１条第１項の規定により処する過料の額は、２，０００円とする。 
（身分証明書） 

第６条 条例第１８条の規定による勧告及び命令並びに条例第２１条第２項の規定による過
料を科すための手続その他の行為を行う職員は、身分証明書（様式第５号）を携帯し、関係
者に提示しなければならない。 

（平２３規則５・一部改正） 
（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 

この規則は、平成１９年６月１日から施行する。 
附 則（平成２１年６月２９日規則第３３号） 

この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 
附 則（平成２３年４月１日規則第５号） 

この規則は、平成２３年６月１日から施行する。 
附 則（平成２８年４月１日規則第３６号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

様式（省略） 

〇芦屋市市民マナー条例推進計画策定会議設置要綱

平成３０年８月１日 
（設置） 

第１条 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例（平成１９年芦屋市条例第１
３号。以下「条例」という。）第１６条第１項の規定に基づき、条例の目的を達成するため
に必要な啓発、指導その他条例の推進に関する計画（以下「推進計画」という。）を策定す
るにあたり、専門的及び総合的な立場からの意見を聴くため、芦屋市市民マナー条例推進計
画策定会議（以下「策定会議」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 策定会議は、次に掲げる事務を所掌する。 
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(1) 推進計画の策定に関すること。 
(2) その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 策定会議は、委員１５人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者又は団体から選出された者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 自治会等地域活動団体 
(2) 美化推進員 
(3) 商工活動団体 
(4) 行政関係者 
(5) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から推進計画の策定の日までとする。 
２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（会長及び副会長）

第５条 策定会議に会長及び副会長を置く。
２ 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
３ 会長は、策定会議を代表し、会務を総理する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代
理する。 
（会議） 

第６条 策定会議は、会長が招集し、会長がその策定会議の議長となる。
２ 策定会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
（代理出席） 

第７条 第３条第２項第１号から第４号までの委員は、その所属する機関の職員等を代理人と
して出席させることができる。 

２ 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、会議開催前までに代理人の職及び
氏名を明記した委任状を会長に提出し、承認を得なければならない。
（庶務） 

第８条 策定会議の庶務は、環境に関する事務を所管する課において行う。 
（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議
に諮り定める。 

附 則 
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この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

〇芦屋市市民マナー条例推進連絡会設置要綱

平成２６年８月１日 
（設置） 

第１条 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例（平成１９年芦屋市条例第１
３号。以下「条例」という。）第１６条第１項の規定により定められた芦屋市市民マナー条
例推進計画（以下「推進計画」という。）に掲げる施策を推進するに当たり、地域と行政が
一体となった取組を効果的かつ継続的に行うため、芦屋市市民マナー条例推進連絡会（以下
「推進連絡会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 推進連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。 
(1) 推進計画における具体的な取組の各実施主体間の連携に関すること。 
(2) 推進計画の進捗管理及び検証に関すること。 
(3) 前２号に掲げるもののほか、推進計画に関すること。 
（組織） 

第３条 推進連絡会は、次に掲げる者及び団体等から選出された者をもって構成する。 
(1) 美化推進員 
(2) 地域活動団体 
(3) 商工活動団体 
(4) 関係行政機関 
(5) 行政関係者 
（会長及び副会長）

第４条 推進連絡会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
２ 会長は、会務を総理し、推進連絡会を代表する。
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を
代理する。 
（会議） 

第５条 推進連絡会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を
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聞くことができる。 
（庶務） 

第６条 推進連絡会の庶務は、条例に関する事務を所管する課において処理する。 
（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会
に諮って定める。 

附 則 
この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。 
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２ 委員名簿 

〇第３次芦屋市市民マナー条例推進計画策定会議・芦屋市市民マナー条
例推進連絡会 委員名簿 

分 類 所属団体名等 氏 名 

自治会等 
地域活動団体 

芦屋市環境衛生協会 樋口 勝紀 

美化推進員 
宮塚町自治会 法兼 茂子 
呉川町町内会 近藤 好美 

商工活動団体 芦屋市商工会 武田 義勇貴

行政関係者 
市民生活部環境・経済室地域経済振興課 係長 大久保 瑞穂
市民生活部環境・経済室環境施設課 係長 御宿 弘士 
教育委員会教育部学校教育室学校教育課 係長 三輪 知瑞 

事務局 
市民生活部環境・経済室環境課 課長 長良 晶子 
市民生活部環境・経済室環境課 係長 亀井 容平 
市民生活部環境・経済室環境課 係員 亀岡 学 
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３ 計画の策定経過 

日付 会議等 主な協議内容等 

令和5年1月 美化推進員へのアンケート調査  
令和5年1月 市外来訪者へのアンケート調査  
令和5年6月 総合計画に係る市民意識調査
令和5年7月 市政モニターへのアンケート調査  
令和5年10月23日 第１回策定会議 ・アンケート調査結果報告 

・計画の構成と骨子について 
・策定スケジュール 

令和5年11月7日 第２回策定会議 ・計画の原案について 
令和5年12月5日 民生文教常任委員会 ・計画の原案及びパブリック

コメントの実施について 
令和5年12月18日 
～令和6年1月26日 

パブリックコメント  

令和6年2月5日 第３回策定会議・第１回推進連絡会 ・パブリックコメント結果に
ついて 
・計画案について 

令和6年2月20日 民生文教常任委員会 ・計画案及びパブリックコメ
ントの実施結果について 
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４ 各調査の概要 

〇美化推進員へのアンケート調査 

調査対象 美化推進員 29人 
調査期間 令和5年1月23日から令和5年2月3日まで 
調査方法 郵送 
回答者数 25人 

〇市外来訪者へのアンケート調査 

調査対象 市外在住者 100人程度（市内4駅、各駅25名程度） 
調査期間 令和5年1月23日から令和5年2月3日まで 
調査方法 街頭調査 
回答者数 127人 

〇総合計画に係る市民意識調査

調査対象 市内在住の18歳以上の男女 3,000人 
調査期間 令和5年6月14日から令和5年6月30日まで 
調査方法 インターネット、郵送 
回答者数 1,598人 

〇市政モニターへのアンケート調査 

調査対象 市政モニター 100人 
調査期間 令和5年7月3日から令和5年7月17日まで 
調査方法 インターネット 
回答者数 90人 
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５ 原案へのパブリックコメント 

意見募集期間 令和5年12月18日から令和6年1月26日まで 
内容の閲覧場所 市ホームページ、市役所北館３階環境課、市役所北館１階行政情

報コーナー、ラポルテ市民サービスコーナー、市民センター（公
民館図書室）、図書館本館、保健福祉センター、あしや市民活動
センター、潮芦屋交流センター 

内容に対する意見の提
出方法 

環境課窓口に持参、郵送、ファクス、ホームページ上の意見募集
専用フォーム ※口頭は不可 

意見提出件数 ２人２０件 
意見等の取扱い Ａ：原案を修正します         ０件 

Ｂ：ご意見を踏まえ取組を推進します  ２件 
Ｃ：原案に盛り込まれています     ５件 
Ｄ：原案のとおりとします      １３件 


